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児童扶養手当や特別児童扶養手当の額は、物価の変動に

応じて改定されていますが、平成17年の消費者物価指数の

下落により、平成18年４月から月額が次のとおり改定され

ました。なお、８月支給分から改定後の額となります。

対象 児童扶養手当及び特別児童扶養手当を受給中のかた

・児童扶養手当
○子の人数が１人の場合

○ 子の人数が２人の場合

１人の場合の金額に5,000円を加算

○ 子の人数が３人以上の場合

２人の場合の金額に、１人につき3,000円を加算

・ 特別児童扶養手当

問合せ 福祉課　児童福祉担当（内線163・164）

全部支給

一部支給

改　定　後

41,720円

9,850～
41,710円

改　定　前

41,880円

9,880～
41,870円

1 級

2 級

改　定　後

50,750円

33,800円

改　定　前

50,900円

33,900円

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
（
自
営
業
者
、

フ
リ
ー
タ
ー
な
ど
の
か
た
）
で
、
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
申
請
し
承
認
さ
れ

る
と
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

今
ま
で
の
制
度
で
は
全
額
免
除
と
半
額
免
除
が
あ

り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
加
え
、
平
成
18
年
７
月
か

ら
４
分
の
３
免
除
と
４
分
の
１
免
除
が
導
入
さ
れ

ま
す
。
い
ず
れ
も
、
本
人
及
び
配
偶
者
、
世
帯
主

の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
承
認
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
30
歳
未
満
の
か
た
で
本
人
及
び
配
偶
者

の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
承
認
さ
れ
る
若

年
者
納
付
猶
予
も
あ
り
ま
す
。

【
注
意
】
４
分
の
３
・
半
額
・
４
分
の
１
免
除
に

承
認
さ
れ
た
場
合
で
も
、
免
除
以
外
の
保
険
料
を

納
付
し
な
い
場
合
は
未
納
扱
い
に
な
り
ま
す
。

承
認
期
間
は
？

７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
で
す
。

申
請
は
毎
年
必
要
で
す
。

（
全
額
免
除
ま
た
は
若
年
者
納
付
猶
予
に
承
認
さ

れ
た
場
合
に
限
り
、
翌
年
以
降
は
申
請
書
を
提
出

し
な
く
て
も
継
続
審
査
が
受
け
ら
れ
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。
た
だ
し
、
申
請
理
由
に
よ
っ
て
は
継
続

審
査
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。）

手
続
き
は
？

次
の
も
の
を
持
参
し
て
役
場
保
険
年
金
課
に
申

請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
年
金
手
帳

・
印
鑑

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
・
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
（
当
年
度
ま
た
は
前
年
度
に
失
業
し
た

こ
と
を
理
由
に
免
除
等
の
申
請
を
す
る
場
合
）

・
平
成
18
年
１
月
２
日
以
降
に
白
岡
町
に
転
入
さ

れ
た
か
た
は
前
住
所
地
の
課
税
所
得
証
明
書

承
認
さ
れ
る
と
？

免
除
等
の
期
間
は
未
納
扱
い
に
な
り
ま
せ
ん
。

老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
な
ど
を
受
け
る

た
め
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
老
齢
基
礎
年
金
額
の
計
算
の
際
は
、

保
険
料
（
全
額
）
を
納
付
し
た
場
合
と
比
べ
、
免

除
等
の
承
認
期
間
や
内
容
に
応
じ
て
減
額
さ
れ
ま

す
。ま

た
、
承
認
を
受
け
た
期
間
か
ら
10
年
以
内
で

あ
れ
ば
、
保
険
料
の
追
納
が
で
き
ま
す
。
追
納
す

る
保
険
料
額
は
、
免
除
等
を
受
け
た
当
時
の
保
険

料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ
た
額
を
加
算
し
た
額
と

な
り
ま
す
。
追
納
し
た
場
合
、
そ
の
分
の
老
齢
基

礎
年
金
額
は
減
額
さ
れ
ま
せ
ん
。
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